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正 誤 表 
記載内容を次のとおり訂正します。 

対象 訂正前 訂正後 

2-2 契約図書の配布期間 
入札公告の日 から 令和 5 年 9月 29 日まで 

※上記期間を過ぎるとダウンロードできないので注意すること。 

入札公告の日 から 令和 5 年 10 月 16 日まで 

※上記期間を過ぎるとダウンロードできないので注意すること。 

2-3 参加表明書の提出期限 

【提出期限】 

入札公告の日 から 令和 5 年 9月 29 日 16 時 00 分まで 

※共通入札公告 4-3-1 及び 4-3-5～4-3-11 に示す調達手続に参加

するための条件等を十分に確認のうえ提出すること。 

 

【提出方法】 

入札者に対する指示書【電子入札】[9]に従い、電子入札システム

により提出すること。 

なお、提出書類が添付可能な総容量（3MB）を超える場合は、入札

者に対する指示書【電子入札】[9]〔2〕(6)に示すとおり提出書類

を電子メール又は書留郵便等（書留郵便等による提出方法の詳細

は、入札者に対する指示書の冒頭「お知らせ」を参照のこと。普通

郵便、持参による提出は受け付けない。）により提出すること。な

お、書留郵便等により提出する場合は、2 部提出すること。 

 

【提出書類】 

（1） 参加表明書様式 1［参加表明書］ 

（2） 参加表明書様式 2［技術資料］ 

（3） 参加表明書様式 3［業務実施体制］ 

【提出期限】 

入札公告の日 から 令和 5 年 10 月 16 日 16 時 00 分まで 

※共通入札公告 4-3-1 及び 4-3-5～4-3-11 に示す調達手続に参加

するための条件等を十分に確認のうえ提出すること。 

 

【提出方法】 

入札者に対する指示書【電子入札】[9]に従い、電子入札システム

により提出すること。 

なお、提出書類が添付可能な総容量（3MB）を超える場合は、入札

者に対する指示書【電子入札】[9]〔2〕(6)に示すとおり提出書類

を電子メール又は書留郵便等（書留郵便等による提出方法の詳細

は、入札者に対する指示書の冒頭「お知らせ」を参照のこと。普通

郵便、持参による提出は受け付けない。）により提出すること。な

お、書留郵便等により提出する場合は、2 部提出すること。 

 

【提出書類】 

(1)    参加表明書様式 1［参加表明書］ 

(2)    参加表明書様式 2［技術資料］ 

(3)    参加表明書様式 3［業務実施体制］ 

2-4 
技術提案書の提出者の選

定及び提出要請日 

令和 5 年 10 月 20 日を予定 

※技術提案書の提出者に選定しない場合は、非選定通知書を送付

します。 

令和 5 年 11 月 2日を予定 

※技術提案書の提出者に選定しない場合は、非選定通知書を送付

します。 

2-6 
技術提案書の 

提出期限 

【提出期限】 

令和 5 年 11 月 10 日 16 時 00 分 

※共通入札公告 4-3-8～4-3-11 に示す技術提案書に関する事項及

び別添「技術提案書作成説明書」を十分に確認のうえ提出するこ

と。 

 

【提出方法】 

電子入札システムの『技術提案書』画面の添付欄に、技術提案書に

必要な書類一式を添付し提出すること。 

なお、提出書類が添付可能な総容量（3MB）を超える場合は、以下

に示す 1）又は 2）の手続きにより提出すること。 

1） 事前に電子メールアドレスを登録のうえ（入札者に対する指示

書冒頭の「お知らせ」参照）、電子メールにより提出するとと

もに、電子入札システムの『技術提案書』画面の添付欄には、

技術提案書様式１のみを添付し提出すること。 

2） 入札者に対する指示書の様式 1「郵送提出について」を作成し、

【提出期限】 

令和 5 年 11 月 22 日 16 時 00 分 

※共通入札公告 4-3-8～4-3-11 に示す技術提案書に関する事項及

び別添「技術提案書作成説明書」を十分に確認のうえ提出するこ

と。 

 

【提出方法】 

電子入札システムの『技術提案書』画面の添付欄に、技術提案書に

必要な書類一式を添付し提出すること。 

なお、提出書類が添付可能な総容量（3MB）を超える場合は、以下

に示す 1）又は 2）の手続きにより提出すること。 

1) 事前に電子メールアドレスを登録のうえ（入札者に対する指示

書冒頭の「お知らせ」参照）、電子メールにより提出するとと

もに、電子入札システムの『技術提案書』画面の添付欄には、

技術提案書様式１のみを添付し提出すること。 

2) 入札者に対する指示書の様式 1「郵送提出について」を作成し、
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技術提案書に必要な書類と伴に書留郵便等（書留郵便等による

提出方法の詳細は、入札者に対する指示書の冒頭「お知らせ」

を参照のこと。普通郵便、持参による提出は受け付けない。）

により 2部提出するとともに、電子入札システムの『技術提案

書』画面の添付欄には、様式 1「郵送提出について」のみを添

付すること。 

技術提案書に必要な書類と伴に書留郵便等（書留郵便等による

提出方法の詳細は、入札者に対する指示書の冒頭「お知らせ」

を参照のこと。普通郵便、持参による提出は受け付けない。）

により 2部提出するとともに、電子入札システムの『技術提案

書』画面の添付欄には、様式 1「郵送提出について」のみを添

付すること。 

2-7 
技術提案書に関するヒア

リング期間 

【実施期間】 

令和 5 年 11 月 15 日 から 令和 5年 11 月 17 日 までを予定 

 

【実施場所】 

NEXCO 東日本 新潟支社 会議室 又は Web 会議システム 

【実施期間】 

令和 5 年 11 月 28 日 から 令和 5年 11 月 30 日 までを予定 

 

【実施場所】 

NEXCO 東日本 新潟支社 会議室 又は Web 会議システム 

2-8 技術提案書の特定通知日 

令和 5 年 12 月 4日を予定 

※技術提案書の提出者に選定しない場合は、非選定通知書を送付

します。 

令和 5 年 12 月 18 日を予定 

※技術提案書の提出者に選定しない場合は、非選定通知書を送付

します。 

2-10 参考見積書の提出期限 

【提出期限】 

令和 5 年 11 月 10 日 16 時 00 分 

※参考見積書の提出対象者は、技術提案書の提出者のみとする。 

設計関係図書で示す参考業務規模に対する技術提案書の提案内容

に基づく参考見積書を提出すること。 

 

【提出方法】 

電子メール又は書留郵便等（書留郵便等による提出方法の詳細は、

入札者に対する指示書の冒頭「お知らせ」を参照のこと。普通郵

便、持参による提出は受け付けない。）により提出すること。提出

部数は 1部とする。 

【提出期限】 

令和 5 年 11 月 22 日 16 時 00 分 

※参考見積書の提出対象者は、技術提案書の提出者のみとする。 

設計関係図書で示す参考業務規模に対する技術提案書の提案内容

に基づく参考見積書を提出すること。 

 

【提出方法】 

電子メール又は書留郵便等（書留郵便等による提出方法の詳細

は、入札者に対する指示書の冒頭「お知らせ」を参照のこと。普

通郵便、持参による提出は受け付けない。）により提出するこ

と。提出部数は 1 部とする。 

2-11 
参考見積書に関する問い

合わせ期間 
令和 5 年 11 月 15 日 から 令和 5年 11 月 17 日 までを予定 令和 5 年 11 月 28 日 から 令和 5年 11 月 30 日 までを予定 

2-16 
本件競争入札に関する質

問受付期間 

【受付期間】 

入札公告の日 から 令和 5 年 11 月 1 日 16 時 00 分まで 

 

【受付場所】 

本書 1-4.に示す契約担当部署 

 

【受付方法】 

質問書面（様式自由）を電子メール又は書留郵便等（書留郵便等に

よる提出方法の詳細は、入札者に対する指示書の冒頭「お知らせ」

を参照のこと。）により提出すること。 

書留郵便等による提出で質問数が 5 問以上の場合は、質問書面の

ほか、質問書面を Microsoft Word 等により作成したファイルを記

録した CD-R も提出すること。 

なお、質問書面には会社名及び提出日を記載すること。 

 

【質問内容の記載上の留意点】 

質問書面中に記載する質問内容に、質問者の会社名やその会社を

類推できるような情報を記載しないようにすること。 

【受付期間】 

入札公告の日 から 令和 5 年 11 月 14 日 16 時 00 分まで 

 

【受付場所】 

本書 1-4.に示す契約担当部署 

 

【受付方法】 

質問書面（様式自由）を電子メール又は書留郵便等（書留郵便等に

よる提出方法の詳細は、入札者に対する指示書の冒頭「お知らせ」

を参照のこと。）により提出すること。 

書留郵便等による提出で質問数が 5 問以上の場合は、質問書面の

ほか、質問書面を Microsoft Word 等により作成したファイルを記

録した CD-R も提出すること。 

なお、質問書面には会社名及び提出日を記載すること。 

 

【質問内容の記載上の留意点】 

質問書面中に記載する質問内容に、質問者の会社名やその会社を

類推できるような情報を記載しないようにすること。 
 


